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瓣禽厭圏まちづくりの会の飜子 購名厭圏地区まちづくり嚢藁会の繊子

圓時 8攣威鮒筆 3卿蟹 回 (氷) 年饑フ時~ 筆纖 9時

端噺 :嚢癰厭卿邇鬮榊事離廟衾灘薹
肉 壽 ①事業の進捗状況

②地区計画の進捗状況
③これからの住まいの考え方
囮環境にやさしい住まい (自然エネルギーの活用)
= 高齢者にやさしい住まい (バリアフリー対応)

④その他
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昨年度は、 全権利者の皆さんに地区計画 ･地区整備計画案を配布し、 ご意見を収集し
たところ、桑名駅西口直近地区の高さの最高限度と住宅 B 地区のかき又は、 さくの構造
の制限についてそれぞれ 1件穿つのご意見が出されました。 ご意見を出された方には市
から改めて説明をし、 原案で進めることにご理解していただくように努める一方、 市内
部でも都市整備課、 建築開発課と協議を行い、 一部語句の修正と地区整備計画の見直し
を行いました。

鬮例を定地区整備計画と集める項目

地区計画制度は、 地区の
住民の合意を前提として定
められるまちづくりのルー
ルです。

手続きとしては、 建築主
ら′が市に対し ｢届け出｣ をし、

地区計画に適合しない場合
は市が是正を ｢勧告｣ しま
す。 しかし、 この制度には
罰則規定がなく、 勧告に従
わない建築行為を止めるこ
とはできません。

そこで、 新しい住民の転
入や土地の売買等で権利者
が替わり、 地区計画を守ら
ない建築行為が起きるのを
未然に防ぐため、 地区整備
計画のうち特に重要と思わ
れる項目について建築条例
を定めることとします。
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凡 例
鬮璽圓 地区整備計画で定める項目
◎条例 建築条例で定める項目

◆編集 ･発行/駅西まちづくりの会 株式会社連空間設計
このニュースの感想やお問い合わせ等がありましたら、 お気軽に下記までお寄せください。
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